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第 ３ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  平成２４年３月２１日（水）午後２時００分 

 

場      所  津市白山庁舎 ３階 ３０１・３０２会議室 

 

出 席 部 会 委 員  25大井
お お い

 一司
か ず し

・27鈴木
す ず き

 照
てる

正
まさ

・28田口
た ぐ ち

 慶則
よしのり

・29堀川
ほりかわ

 忠
ただ

重
しげ

 

30諸戸
も ろ と

 善
よし

昭
あき

・31田中
た な か

 竹
たけ

次
つぐ

・33守山
もりやま

 孝之
たかゆき

・35池田
い け だ

 昌司
ま さ し

 

36森田
も り た

 正孝
まさたか

・37赤堀
あかほり

 嘉夫
よ し お

・38中川
なかがわ

 和雄
か ず お

・39萩野
は ぎ の

 忠司
た だ し

 

40向田
むかいだ

 忠
ただ

美
み

・42片
かた

岡
おか

 眞
まさ

郁
いく

・48渡邊
わたなべ

 晃一
てるかず

 

                                    以上１５名 

 

欠 席 部 会 委 員  26笠井
か さ い

 克己
か つ み

・32長谷川
は せ が わ

 博
ひろし

 

 

出席部会員外委員  会長 野田 悟 

 

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 

 

事 務 局 職 員  飯田事務局長・草深次長・中西主査 

 

総 合 支 所  久居：加賀主査 一志：片山担当主幹 白山：木下担当副主幹 

          美杉：松永主査 

 

議 事 録 署 名 者 ２８番 田口
た ぐ ち

 慶則
よしのり

・４０番 向田
むかいだ

 忠
ただ

美
み

 

 

事      項 

 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規程による届出について 

報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 

報告第６号 時効取得による所有権の移転について 

報告第７号 農業生産法人の定期報告について 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（県許可・所有権移転） 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・所有権移転） 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・賃貸借権） 

議案第４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可） 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・ 

所有権移転） 

議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・ 

使用貸借） 

議案第７号 非農地証明願について 

議案第８号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定 

について ＜別冊＞ 
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議   事   の   大   要 

 

議  長   それでは、早速、第３回第２農地部会を開会させていただきます。 

       本日欠席委員ですけど、笠井委員、長谷川委員、それと浅井委員が今日、欠

席していただいておりますので、よろしくお願いします。 

       まず初めに、会長の専決等の報告事項から入ります。報告第１号から報告第

７号につきまして事務局より一括して報告を願います。 

       それと、すみません、議事録署名委員に、２８番 田口委員・ ４０番 向

田委員、御両人よろしくお願いします。 

       それでは、事務局よろしくお願いします。 

 

事 務 局   議案書の１ページをお願いいたします。 

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてでございま

す。 

       番号１、地区 栗葉、借り人    、貸し人    、相続人    、

申請地 稲葉町南山   番、台帳地目・現況地目とも田、面積 ２，０６１

㎡、外２筆で、合計 ５，５０８㎡。 

       これにつきましては、農用地利用権設定を貸し人、借り人の双方の合意に基

づき解約をいたしたものであります。 

       他の２番から９番についても同じく利用権設定を合意解約いたしたものであ

ります。 

       以上、件数は９件で、２２，０５４㎡、その内容は田であります。 

       ３ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。 

       番号１、地区 久居、届出者   、届出地 久居小野辺町北小膳田   番、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 ９０２㎡、外５筆で、合計 ４，０３４㎡、

取得年月日 平成２３年１２月２２日、取得事由    から相続、あっせん

等の希望はございません。 

       番号２、届出者    、届出地 須ヶ瀬町柳原   番、台帳地目・現況

地目とも畑、面積 ４４１㎡、取得年月日 平成２３年１２月３０日、取得事

由    から相続、あっせん等の希望はございません。 

       番号３、届出者    、届出地 戸木町大坪   番、台帳地目・現況地

目とも田、面積 ６９５㎡、取得年月日 平成２３年９月５日、取得事由   

      から相続、あっせん等の希望はございません。 

       番号４、届出者    、届出地 久居元町前畑   番、台帳地目・現況

地目とも田、面積 １，５７６㎡、外３筆で合計 ３，４９４㎡、取得年月日 

平成２３年８月１日、取得事由    から相続、あっせん等の希望はござい

ません。 

       番号５、地区 栗葉、届出者    、届出地 庄田町谷口   番、台帳

地目・現況地目とも畑、面積 ５４８㎡、取得年月日 平成２３年１２月２６

日、取得事由    から相続、あっせん等の希望はございません。 

       番号６、届出者    、届出地 庄田町池尻   番、台帳地目・現況地

目とも畑、面積 ３１㎡、外２１筆で、合計 ７，８４４㎡、取得年月日 平

成２３年１２月２６日、取得事由    から相続、あっせん等の希望はござ
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いません。 

       番号７、地区 榊原、届出者    、届出地 榊原町小立谷    番、

台帳地目・現況地目とも田、面積 ２３５㎡、外３筆で、合計 １，００１㎡、

取得年月日 平成２３年９月５日、取得事由    から相続、あっせん等の

希望はございません。 

       番号８、地区 田尻、届出者    、届出地 一志町田尻スタ   番、

台帳地目・現況地目とも田、面積 ２８０㎡、取得年月日 平成２３年２月２

２日、取得事由    から相続、あっせん等の希望はございません。 

       番号９、地区 川口、届出者    、届出地 白山町川口黒木   番、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 ６０８㎡、外１４筆で、合計 １１，４５

３㎡、取得年月日 平成２３年９月８日、取得事由    から相続、あっせ

ん等の希望はございません。 

       以上、件数は９件で２９，７９０㎡、内容は田が１６，５２６㎡、雑種地７

０２㎡、山林９６９㎡でございます。 

       ７ページをお願いいたします。 

       報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでござい

ます。 

       番号１、地区 久居、申請者    、申請地 久居北口町北口   番、

台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 １６３㎡。 

       これにつきましては、昭和５０年ごろ、国道１６５号線の開通時に申請地を

廃土で盛り土してしまいました。その後、平成２年に隣接地所有者の仮設建物

用地及び貸し駐車場として現在も利用しております。始末書の提出があります

ので、追認しようとするものでございます。 

       番号２、申請者    、申請地 久居新町   番、台帳地目 畑・現況

地目 宅地、面積 ９４㎡。 

       これにつきましては、申請者の亡き父が農地法の転用手続が既に済んでいる

もの勘違いし、申請地に勉強部屋を建築してしまったものです。始末書の提出

がありますので、追認しようとするものでございます。 

       以上、件数は２件で２５７㎡、内容は田が１６３㎡、畑が９４㎡でございま

す。 

       ８ページをお願いします。 

       報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

       番号１、地区 久居、受人 有限会社   代表取締役  並びに  不動

産有限会社 代表取締役    、渡人    、申請地 久居新町   番、

台帳地目畑・現況地目宅地、面積 ８００㎡。 

       これにつきましては、受人は渡人より申請地を譲り受け、６区画の宅地を分

譲しようとするものです。なお、渡人は昭和３５年ごろに自宅近くで便利であ

ったことから申請地の隣地に倉庫兼車庫を建築し、同時に申請地も一緒に整地

してしまったものです。材木業をやめてからは、近鉄久居駅に近く、通学・通

勤に便利なため、駅前を利用する人たちに駐車場として貸しております。始末

書の提出がありますので、追認しようとするものでございます。 

       番号２、受人    、使用借り人    、渡人    、申請地 久居

野村町屋敷先   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３９㎡。 

       これにつきましては、使用借り人は、申請地を使用貸し人により借り受け、

報告第５号番号１の使用貸借により、隣地に軽量鉄骨２階建ての建築面積５４．
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９㎡の住宅１棟を建築し、申請地を進入路として一体利用しようとするもので

す。 

       番号３、受人    、渡人    、申請地 久居射場町  番、台帳地

目・現況地目とも畑、面積 ２２３㎡。 

       これにつきましては、受人は渡人より申請地を譲り受け、５台分の駐車場を

造成しようとするものです。 

       番号４、受人    、渡人    、申請地 久居東鷹跡町  番、台帳

地目 畑・現況地目 雑種地、面積 ５５７㎡。 

       これにつきましては、受人は、申請人より申請地を譲り受け、資材置き場と

して利用しようとするものです。農地法の規定を知らずに昭和４６年より申請

地を資材置き場として利用してしまったもので、始末書の提出がありますので、

追認しようとするものでございます。 

       以上、件数は４件で、１，６１９㎡、内容は畑でございます。 

       次に９ページをお願いいたします。 

       報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸

借）でございます。 

       番号１、地区 久居、借り人    、貸し人    、申請地 久居野村

町屋敷先   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２４１㎡。 

       これにつきましては、使用貸し人である受人は、渡人より申請地を譲り受け、

報告第４号番号２における使用貸し人が隣地に建築する住宅への進入路として

一体的に貸し付けようとするものです。 

       以上、件数は１件、２４１㎡、内容は畑でございます。 

       １０ページをお願いいたします。 

       報告第６号 時効取得による所有権の移転についてでございます。 

       番号１、地区 川口、受人    、面積 ３，６３９㎡、渡人    、

面積 １，５７５．９１㎡、申請地 白山町川口二川   番、地目 畑、面

積 ３１０㎡、取得年月日 昭和４２年７月２１日。 

       これにつきましては、昭和４２年に受人の父に対し債務のあった渡人が金銭

の代替として譲渡したものです。 

       以上、件数は１件で、３１０㎡、内容は畑でございます。 

       次に、１１ページをお願いいたします。 

       報告第７号 農業生産法人の定期報告についてでございます。 

       番号１、法人名 有限会社   、主たる耕作物 水稲、耕作面積 田が４

６．５ha、畑が０．２ha、合計 ４６．７ha でございます。 

       番号２、法人名 有限会社   、主たる耕作物 水稲、耕作面積 田が９．

１ha、畑０．６ha、合計 ９．７ha でございます。 

       番号３、法人名 有限会社   、主たる耕作物 茶、耕作面積 畑２．７

ha、合計 ２．７ha。 

       番号４、法人名 有限会社   、主たる耕作物 水稲、耕作面積 田が３

２ha、畑が０．１ha、合計 ３２．１ha。 

       番号５、法人名 有限会社   、主たる耕作物 水稲、耕作面積 田が２

１．４ha でございます。 

       番号６、法人名 有限会社   、主たる耕作物 水稲、耕作面積 田が１．

８ha、畑０．２ha、合計 ２ha。 

       以上、件数は６件で、いずれの案件も組織形態要件、事業要件、構成要因要

件、業務執行役員要件のすべてを満たしているものと判断されます。 
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       以上で説明を終わります。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。ただいま報告がありましたとおりですので、

よろしくお願いします。 

       それでは、議案事項に入らせていただきます。 

       議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について（県許可・所有権

移転）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   １２ページをお願いいたします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（県許可・所有権

移転）でございます。 

       番号１、地区 高岡、受人    、面積 ２，１３１㎡、渡人    、

面積 ９０，５６６．９１㎡、申請地 一志町高野北沖   番、台帳地目・

現況地目とも田、面積 １，０３４㎡。 

       これにつきましては、渡人は畜産業を営んでおり、所有する牛舎の隣地に受

人が経営する申請地があり、今回、渡人が畜産業を拡大するため、当該申請地

と自作地の交換をし、鉄骨造平家建ての牛舎を建築し、畜産業を拡大しようと

するものです。 

       番号２、地区 大三、受人    、面積 ５，０８８㎡、渡人    、

面積 ５，４１３㎡、申請地 白山町三ケ野北谷    番、台帳地目・現況

地目とも畑、面積 ２２１㎡、外１１筆で、合計 ５，４１３㎡。 

       これにつきましては、渡人は他の仕事をしながら農地の維持管理をしていま

したが、体調を崩し、夫婦共稼ぎのため農業を続けることが困難になったもの

です。受人は、現在、京都府加茂町地内で水田を耕作していますが、農家住宅

の売り家と果樹園ができるような土地を探していたところ、当申請地にめぐり

会えたもので、しばらくは通作し、定年退職後に当地へ移住して営農しようと

するものです。 

       以上、件数は２件で６，４４７㎡、その内容は田４，８１２㎡、畑１，６３

５㎡でございます。いずれの内容も農業をまじめに行い、農機具も保有してお

り、周辺の農地に影響もなく、農地法第３条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。事務局の説明がありましたが、立ち会ってい

ただきました地元委員のご意見をお伺いします。１番をお願いします。 

 

田中委員   ３１番 田中
た な か

です。１４日の午後１時３０分から、事務局２名、それから我々

委員２名で現地を確認いたしました。今説明があったとおりでございますので、

ひとつよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。２番、お願いします。 

 

森田委員   ３６番 森田
も り た

です。去る３月１４日、午前８時半から、事務局員１名と地元

委員３名で現地確認をさせていただきました。場所につきましては、国道１６

５号線からグリーンロードが亀山向いて走ってるんですが、       の

ある国道１６５号線から亀山向かって２キロぐらい行ったところに交差して三
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ケ野川と、それから市道が走ってます。その交差しているところを同心円で５

００メートル以内にありまして、内容につきましては、事務局説明のとおりで

ございますので、ご審議していただきますよう、よろしくお願いいたします。

以上です。 

 

議  長   地元委員の説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いします。いか

がですか。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第１号につ

いて、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号については適切であるということ

で県に進達することに決定したいと思います。 

       続きまして議案第２号 農地法第３条による許可申請について（農業委員会

許可・所有権移転）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   １３ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 久居、受人    、面積 ９，６６４㎡、渡人    、

面積 ９，６６４㎡、申請地 久居明神町風早   番、台帳地目・現況地目

とも田、面積 ５９８㎡。 

       これにつきましては、渡人は後継者であり、子である受人へ申請地を贈与し、

経営移譲しようとするものです。 

       番号２、地区 川合、受人    、面積 ４，６０５㎡、渡人    、

面積 １，９８８㎡、申請地 一志町小山西垣内   番、台帳地目・現況地

目とも畑、面積 ６０㎡、外４筆で、合計１，１８６㎡。 

       これにつきましては、受人は、高齢で労働力不足の渡人より自宅に近い申請

地を譲り受け、経営を拡大しようとするものです。 

       番号３、地区 大三、受人    、面積 ４，５９５㎡、渡人    、

面積 ８４６㎡、申請地 白山町二本木北和知野   番、台帳地目・現況地

目とも畑、面積 １４７㎡、外１筆で、合計 ３５５㎡。 

       これにつきましては、受人は、高齢で労働力不足の渡人より申請地を譲り受

け、経営を拡大しようとするものです。 

       番号４、地区 八知、受人    、面積 ４，０４７㎡、渡人    、

面積 １，０３３㎡、申請地 美杉町八知鎌の木谷   番、台帳地目・現況

地目とも畑、面積 １１４㎡、外１筆で、合計 ７６６㎡。 

       これにつきましては、渡人は、現在の居住地から遠く、労働力不足のため、

経営を拡大しようとする受人に譲渡しようとするものです。 

       番号５、地区 下多気、受人    、面積 ７，４５８㎡、渡人    、

面積 ３０６㎡、申請地 美杉町下多気中之世古   番、台帳地目・現況地

目とも畑、面積 ２２１㎡、外１筆で、合計 ３０６㎡。 
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       これにつきましては、渡人は、住居から遠く、労働力不足のため、経営を拡

大しようとする受人に譲渡しようとするものです。 

       番号６、受人    、面積 ７，４５８㎡、渡人    、面積 ２３７

㎡、申請地 美杉町下多気中之世古   番、台帳地目・現況地目とも畑、面

積 ６２㎡、外１筆で、合計 ２３７㎡。 

       これにつきましては、渡人は、住居から遠く、労働力不足のため、経営を拡

大しようとする受人に譲渡しようとするものです。 

       以上、件数は６件で３，４４８㎡、その内訳は田が５９８㎡、畑が２，８５

０㎡でございます。 

       いずれの案件も農業をまじめに行い、農機具も保有しており、周辺農地に影

響もなく、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを

満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   ありがとうございます。ただいま事務局より説明がありましたが、現地に立

ち会っていただきました地元委員のご意見をお伺いします。１番をお願いしま

す。 

 

堀川委員   ２９番 堀川
ほりかわ

でございます。この土地は、現地は、    がありまして、

その北側というか、山寄りというのか、玄関の前でございます。随分と開発の

進んでいるところではございますけれども、生前部分贈与ということで、何ら

問題ないかと思います。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。２番、お願いします。 

 

守山委員   ３３番 守山
もりやま

です。３月１４日、現地確認をいたしまして、一志町小山とい

う集落の中にある平坦地は１枚で、あとは段々畑のような畑でございます。こ

れも正直な話、求めるほうがなければ、もうこの場は荒れ放題の畑であります

が、幸いにして買い手があったということで、全く喜ばしいことでありますと

いうようなことでよろしくお願いします。 

 

議  長   はい。３番、お願いします。 

 

森田委員   ３６番 森田です。去る３月１４日、午前８時半から、事務局員１名、地元

委員３名で現地確認をさせていただきました。場所につきましては、国道１６

５号線、近鉄の   のところから川口へ向かって県道二本木御依田線という

のが走っておりまして、その国道の   の前の交差点から１キロぐらい行っ

たところに、ちょうど今現在の三重県の     へ入っていくところの交差

点があります。そこから少し５０メートルぐらい入ったところでございまして、

そこに受人の家があって、その真裏というか、東側というか、住宅地続きでご

ざいますので、内容につきましては、事務局説明のとおりでございます。ご審

議していただきますようによろしくお願いいたします。以上です。 

 

議  長   ４番、お願いします。 

 

 



 8 

萩野委員   ３９番 萩野
は ぎ の

でございます。１４の日に立ち会いさせていただきまして、事

務局より説明がございましたとおりでございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

議  長   ５番、お願いします。 

 

向田委員   ５番、６番、３月１３日、担当者と確認させていただきました。事務局説明

のとおりでございます。よろしくご審議お願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。地元委員より説明がございましたが、皆さ

ん方のご意見をお伺いします。いかがですか。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第２号につ

いて、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号については許可することを決定し

たいと思います。 

       引き続きまして、議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について

（農業委員会許可・賃貸借権）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   １４ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・賃貸借権）でございます。 

       番号１、地区 栗葉、借り人   、面積 ２，１３１㎡、貸し人    、

面積 ７，５３７．７㎡、申請地 庄田町池尻   番、台帳地目・現況地目

とも田、面積 ２，６４０㎡。 

       これにつきましては、受け人は、労働力不足の渡人より申請地を賃借し、経

営を拡大しようとするものです。 

       番号２、地区 大三、借り人    、面積 ４，５９５㎡、貸し人   

 、面積 ８４６㎡、申請地 白山町二本木北和知野   番、台帳地目・現

況地目とも畑、面積 ２３８㎡。 

       これにつきましては、受け人は、高齢で労働力不足の渡人より申請地を賃借

し、経営を拡大しようとするものです。 

       以上、件数は２件で２，８７８㎡、その内訳は田が２，６４０㎡、畑が２３

８㎡でございます。いずれの案件も農業をまじめに行い、農機具も保有してお

り、周辺の農地に影響もなく、農地法第３条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。事務局の説明がありましたが、立ち会ってい

ただきました地元委員のご意見をお伺いします。１番をお願いします。 
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鈴木委員   ２７番 鈴木
す ず き

です。３月１４日に、地元委員と事務局さんで現地立ち会いを

行いました。１６５号線から南へ約３キロ行ったところに   という集落が

あるんですけども、その集落の東側、ちょうどゴルフの練習場がある真南側に

場所があります。何ら問題はないかと思いますし、そしてまた詳細については

事務局とおりでございますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ２番、お願いします。 

 

森田委員   ３６番 森田です。先ほどの第２号議案の番号３と全く同人でございまして、

場所等も先ほど説明したとおりでございます。内容につきましては、事務局説

明のとおりございますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いします。よ

ろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   ただいま審議をいただきました議案第３号について、これにご異議ございま

せんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号については許可することを決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可）を議題にします。事務局、よろしくお願いします。 

 

事 務 局   １５ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会

許可）でございます。 

       番号１、地区 久居、申請者    、申請地 戸木町沓硲   番、台帳

地目・現況地目とも畑、面積 ３４３㎡。 

       これにつきましては、申請者は、現在、名古屋に居住している娘の家族３人

が戻ってくるため、申請地に木造平家建ての住宅を建築しようとするものです。

農地区分は第２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 栗葉、申請者    、申請地 森町塚田  番、台帳地目

 田・現況地目 宅地、面積 １８㎡、外１筆で、合計 ６０㎡。 

       これにつきましては、申請者は、昭和６３年ごろ自宅を新築した際に、隣接

する申請地に花木等を植え、庭園にしてしまったものです。始末書の提出があ

りますので、追認しようとするものでございます。農地区分は第２種農地と判

断されます。 

       番号３、申請者    、申請地 森町塚田   番、台帳地目 田・現況

地目 宅地、面積 １８㎡、外２筆で、合計 １０６㎡。 

       これにつきましては、申請者は、昭和５０年ごろに申請者が経営する会社事

務所の裏の申請地に昭和６３年ごろ、自宅に隣接する申請地にそれぞれ花木等

を植え、庭園にしてしまったものです。始末書の提出がありますので、追認し
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ようとするものでございます。農地区分は第２種農地と判断されます。 

       番号４、地区 八知、申請者    、申請地 美杉町八知高座   番、

台帳地目 田・現況地目も田、面積 １７５㎡、外１筆で、合計 ２，０７５

㎡。 

       これにつきましては、申請者は、シカやイノシシの被害で耕作ができないた

め、広葉樹約４００本を植林しようとするものです。農地区分は第２種農地と

判断されます。 

       番号５、申請者    、申請地 美杉町八知池ノ田   番、台帳地目 

畑・現況地目 山林、面積 ７１０㎡、外１筆で、合計 ７３９㎡。 

       これにつきましては、申請者は、昭和６０年ごろ、シカやイノシシの被害で

耕作できない状態になったため、スギ約３００本を植林してしまったものです。

始末書の提出がありますので、追認しようとするものでございます。農地区分

は第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は５件で、３，３２３㎡、この内訳は田が２，２４１㎡、畑が１，

０８２㎡でございます。いずれの案件も農地法第４条第２項各号には該当しな

いため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。事務局の説明がありましたが、現地で立ち会

っていただきました地元委員のご意見をお伺いします。１番をお願いします。 

 

大井委員   ２５番 大井
お お い

です。去る１４日の日に現地確認をしてまいりました。場所は

この久居から１６５号線をずっと西向いて、戸木地区向けて坂おりて、右行く

と工業団地に入っていく交差点がありますけど、その交差点を左に行くと、こ

こ二、三年前に開発された   の分譲地があるんですけど、その   に入

る手前の左側の地区にあります。今回の申請は、申請者の自宅のちょうど裏側

に当たる土地で周りは畑がずっと続いていますけど、自治会長及び隣接者の同

意書もあり、特に問題ないものと思われますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。２番、お願いします。 

 

鈴木委員   ２７番 鈴木です。２番、３番、ちょっと同じ人ですもので、ちょっと説明

させていただきます。これも１４日の日に現地確認を行いました。場所は  小

学校、そこでその県道を挟んで北側になります。内容については事務局の説明

どおりですので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。４番、お願いします。 

 

萩野委員   ３９番 萩野でございます。４番、５番続けて説明させていただきます。４

番は１４日の日に事務局長さんと会長、部会長さんもそろっていきまして、ち

ょうど雪も解けてまして、山のある道中にございまして、お世話になってこう

いう説明されたとおりでございますので、よろしくお願いします。 

       ５番につきましても、申請者は同じ方でございましたけど、この方もちょっ

と足が悪うございまして、私と担当者と２人で山に登って現地確認してきたと

おりでございます。よろしくお願いします。 
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議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いします。よ

ろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、意見もないようですので、お諮りします。ただいま審議をいただ

きました議案第４号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第４号を許可いたします。 

       続きまして、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可・所有権移転）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   １６ページをお願いいたします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 栗葉、受人   、渡人   、申請地 森町下新田  番、

台帳地目・現況地目とも田、面積 ３４㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人より申請地を譲り受け、公道から申請地

の隣接地へ進入するための道路を設置しようとするものです。農地区分は第２

種農地と判断されます。 

       番号２、地区 川合、受人       有限会社 代表取締役    、

渡人    、申請地 一志町八太笠井田   番、台帳地目・現況地目とも

田、面積 ６３２㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人より申請地を譲り受け、土砂、砂、採石

仮設材等の土木建築資材置き場として利用しようとするものです。農地区分は

第２種農地と判断されます。 

       番号３、受人    、渡人    ・   、申請地 一志町小山鳥居ノ

本   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３３７㎡、外２筆で、合計 ４

３２．９９㎡。 

       受人は、渡人より申請地を譲り受け、２区画の建売分譲住宅用地として転用

しようとするものです。農地区分は第２種農地と判断されます。 

       番号４、地区 高岡、受人    、渡人    ・   、申請地 一志

町高野大垣内   番、台帳地目・現況地目とも田、面積 １８２㎡、外５筆

で、合計 ３，８６８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人より現在の牛舎の隣地で作業効率がよい

ため、申請地を譲り受け、鉄骨平家建ての牛舎を建築しようとするものです。

農地区分は第１種農地と判断されます。 

       番号５、受人    、渡人    、申請地 一志町高野大垣内   番、

台帳地目・現況地目とも田、面積 １，１３１㎡。 

       これにつきましては、受人は、現在の牛舎に隣接している申請地を作業効率

が非常によいため、渡人より譲り受け、鉄骨平家建ての牛舎を建築し、畜産業

を経営拡大しようとするものです。農地区分は第１種農地と判断されます。 

       番号６、地区 家城、受人    、渡人    、申請地 白山町藤中垣

内   番、台帳地目 田・現況地目 雑種地、面積 １８０㎡。 
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       これにつきましては、受人は、申請地の隣地に居宅を購入しましたが、駐車

スペースがないため、渡人より申請地を譲り受け、２台分の駐車場として利用

しようとするものです。農地区分は第２種農地と判断されます。 

       番号７、地区 八知、受人    代表役員    、渡人   、申請地 

美杉町八知馬場   台帳地目 畑・現況地目 山林、面積 ３７５㎡。 

       これにつきましては、渡人は遠方へ転居したため、受人へ申請地を寄附しよ

うとするものです。なお、申請地の周囲は昭和２０年ごろから植林され、昭和

３０年代後半には獣害により収穫が皆無に近い状態が続いたため、昭和４０年

ごろに植林してしまったものです。始末書の提出がありますので、追認しよう

とするものでございます。農地区分は第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は７件で、６，６５２．９９㎡、この内訳は田が５，８５１．９

９㎡、畑が８０１㎡でございます。 

       いずれの案件も農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件のす

べてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局から説明がありましたが、立ち会っていただ

きました地元委員のご意見をお伺いします。１番、お願いします。 

 

鈴木委員   ２７番 鈴木です。これも１４日の日に、事務局と地元委員と現地確認を行

ってまいりました。場所は農免道路から四、五百メートル、ちょっと北側にな

るかと思うんですけども、           がある手前五、六百メート

ルの信号を右へ入っていくとあるんですけども、何ら問題はないかと思います。

内容につきましては、事務局のとおりですので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。２番、お願いします。 

 

守山委員   ３３番 守山です。２番と３番と説明させていただきます。１４日の日に委

員２名と職員２名で現地に行き、申請者の説明を受けたわけでございますが、

この概要欄に資材置き場ということで地元の人の話を聞いたところ、地元自治

会、また用水路関係の水利組合は、この２４日の土曜日にこの申請者の説明を

聞くと、受けるというのでありながら、その説明をしてないのにこの案件が出

とると。したがって、これは次回に回してもらいたいと、私からよろしくお願

いしたいんです。 

       次の３番でございます。これは、やはり申請者の説明を受けたのでありまし

て、場所は名松線   から松坂方面へ大体５００メートルぐらいのところに、

周辺は住宅地でありまして、そして１０メートルぐらいの大きな道路がついて

おるその北側でございます。もちろん、上下水道もその道路の下に埋設されて

おります。周辺の同意も得ておると聞いておりますので、よろしくお願いしま

す。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。４番、お願いします。 

 

田中委員   ３１番 田中です。同じ日に１４日、１時半から事務局も来ていただきまし

て、現地を確認してもらいました。場所につきましては、    から其倉へ

行く道があるんですが、その横を曲がったところに牛舎が２軒建っておるとい
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うことで、その西側の牛舎が   の牛舎でございまして、その隣を今出てお

りますように  さん、また  さんのほうから出て、そこへ牛舎を建てると

いうふうなことでございます。そういうふうなことで、規模拡大にということ

で頑張ってもらっておるところでございますので、ひとつよろしくお願いした

いと思います。以上でございます。 

 

議  長   ６番、お願いします。 

 

池田委員   ３５番 池田
い け だ

です。１４日の日に事務局１名と委員３名で確認してきました。

場所的には      、  委員の家の近くでございます。事務局の説明の

とおり、何ら問題がないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ７番、お願いします。 

 

萩野委員   ３９番 萩野でございます。現地は今度   が移転しますところの隣接地

でございますけども、  に寄附していただいて、まだ登記がついてなかった

もので、こういう経路になったということをお聞きしまして、説明のとおりだ

と思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。議案番号２番についてはどうです、皆さん、次回

へ送らせていただくということでよろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   そのほかについて、皆さんのご意見がありましたらお願いします。よろしい

ですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮かりします。番号２は、次回に送らせていただきます。その

外、番号１番、３番、４番、５番、６番、７番について。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長  異議なしと認め、議案第５号を許可いたします。 

      続きまして、議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について

（農業委員会許可・使用貸借）を議題にします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   １７ページをお願いいたします。 

       議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・使用貸借）でございます。 

       番号１、地区 川合、借り人   、貸し人 （亡）   相続人    、

申請地 一志町八太井ノ尻    番、台帳地目 田・現況地目 宅地、面積 

２９㎡。 

       これにつきましては、申請人は、津市内でアパート住まいをしていますが、

子供の今後のことを考えるとアパートでは手狭なため、申請地の隣地に一般個
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人住宅を建設し、その進入路として利用しようとするものです。なお、申請地

には昭和５０年１１月３０日に物置を建築してしまったもので、始末書の提出

がありますので、追認しようとするものでございます。農地区分は第２種農地

と判断されます。 

       以上、件数は１件で２９㎡、その内容は田でございます。 

       農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たして

いると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   ありがとうございます。説明がありましたが、現地に立ち会っていただきま

した地元委員のご意見をお伺いします。 

 

守山委員  ３３番 守山です。これは近鉄     から   に線路沿いに新道が、今

事務局から説明があった、僕もそんなになるんかなと思いますが、もう３０年

も前に新しい道ができたわけでございまして、その一部にこの２９㎡という小

さな田があったんでしょうな。そこを  さんが今現在、小屋用の建物が建っ

ております。その入り口のほんの三角のところに残地が残っておると。それを

今回、変更するということでありまして、ほんの少しのところ、三角のところ

でございまして、何らどうもないと思うんです。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員より説明がございましたが、皆さん方のご

意見はよろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第６号につ

いて許可したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第６号を許可いたします。 

       続きまして、議案第７号 非農地証明願についてを議題とします。それでは、

事務局よろしくお願いいたします。 

 

事 務 局   １８ページをお願いいたします。 

       議案第７号 非農地証明願についてでございます。 

       番号１、地区 高岡、願出者    、申請地 一志町高野甲立   番、

台帳地目 田・現況地目 山林、面積 １，１２３㎡。 

       これにつきましては、申請地は山間にあり、昭和６０年ごろより周囲が原野

や山林化してきたため、水の確保もできず、道路も荒れてしまい、申請地へ入

ることもできず耕作ができなくなり、現在は山林となっております。添付され

ております国土地理院が昭和５８年１０月２日に撮影した空中写真撮影記録証

明により樹木が生い茂っていることが確認され、２０年が経過していると判断

されます。津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号の規定

により、建物もしくは工作物の建造がなされており、当該土地を農地以外の用

に供され２０年以上経過している要件に該当しております。 
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       以上、件数は１件で１，１２３㎡、その内容は畑でございます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、現地に立ち

会っていただきました地元委員のご意見をお伺いします。 

 

田中委員  ３１番 田中です。今説明の中で畑と言われましたが、田ですので。 

 

事 務 局   失礼しました。 

 

田中委員  内容につきましては、事務局の説明どおりでございます。よろしくお願いしま

す。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員より説明がございましたが、皆さん方のご

意見をお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第７号につ

いて証明したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第７号は証明いたします。 

       引き続きまして、別冊としてお配りいたしました、議案第８号 農業経営基

盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定についてを議題

とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   議案第８号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定についてでございます。 

       別冊の表紙を１枚めくっていただきたいと思います。 

       久居地区は新規１７件、再設定２３件、合計４０件でございます。面積は田

が９６，７２８㎡、畑が３，７２５㎡、合計面積１００，４５３㎡でございま

す。 

       一志地区は新規１１件、再設定１１件、合計２２件でございます。面積は田

が３１，９０６㎡でございます。 

       白山地区は新規１０４件、再設定８８件、合計１９２件でございます。面積

は田が３１５，５９８㎡、畑が５，２３７㎡、合計面積３２０，８３５．４６

㎡でございます。 

       美杉地区は新規１０件、再設定２件、合計１２件でございます。面積は田が

１１，２０４㎡でございます。 

       合計件数２６６件、内訳としまして、新規１４２件、再設定１２４件でござ

います。合計面積は田が４５５，４３６．４６㎡、畑が８，９６２㎡、総計面

積４６４，３９８．４６㎡でございます。このうち、認定農業者集積状況でご

ざいますが１２４件で、面積は３５２，６９４．４６㎡でございます。これら

はすべて農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考

えます。 



 16 

       なお、ここで前回の農地部会におきまして、浅井委員から認定農業者状況の

２月の地区別の状況にお尋ねがありましたので集計いたしましたところ、久居

地区が３件で９，７８７㎡、一志地区が５件で１１，０５１㎡、白山地区が２

件で６，０５２㎡、全地区合計で１０件、２６，８９０㎡でございましたので、

報告させていただきます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局の説明が終わりましたが、皆さん方のご意見

をお伺いします。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま、審議をいただきました議案第８号に

ついて、ご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長  異議なしと認めます。よって、議案第８号については適正であると認め、市長

に進達することにいたします。 

 

       以上で、本部会に付議されました議案はすべて終了いたしました。ありがと

うございます。 

 

これをもちまして、第３回 第２農地部会を閉会します。 

 

                             午後２時５０分 

  

上記は、第３回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成２４年３月２１日 

 

 

 

                       議  長              

 

                       出席委員              

 

                       出席委員              


